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日本年金機構文書管理細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、日本年金機構文書管理規程（規程第１２号。以下「規程」

という。）に基づき、及び同規程を実施するため、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（備付帳簿の様式） 

第２条 規程第１０条第１項の規定による総務担当部署に備える帳簿の様式は、

次の各号の帳簿につき、当該各号に定めるものとする。 

(１) 収受台帳 様式第１ 

(２) 発議台帳 様式第２ 

(３) 諸規程管理台帳 様式第３ 

(４) 総務保存ファイル貸出台帳 様式第４ 

(５) 特殊取扱郵便物受付簿 様式第５ 

(６) 金券配布簿 様式第６ 

(７) 極秘文書管理簿 様式第７ 

２ 規程第１０条第２項の規定による部に備える帳簿の様式は、次の各号の帳簿

につき、当該各号に定めるものとする。 

(１) 指示・依頼等文書管理台帳 様式第８ 

(２) 所管部保存ファイル貸出台帳 様式第９ 

(３) 保存期間満了前廃棄法人文書ファイル台帳 様式第１０ 

(４) 秘密文書管理簿 様式第１１ 

 

第３条 規程第５１条第１項に定めるブロック本部の管理担当部署及び事務セ

ンターに備える帳簿の様式については、前条第１項（第３号を除く。）の規定

を準用する。この場合において、「総務保存ファイル貸出台帳」とあるのは、

「管理保存ファイル貸出台帳」と読み替えるものとする。 

２ 規程第５１条第２項に定めるブロック本部の部に備える帳簿の様式につい

ては、前条第２項の規定を準用する。 

 

第４条 規程第５３条第１項に定める年金事務所の庶務担当部署及び分室に備



える帳簿の様式は、第２条第１項（第３号を除く。）及び第２条第２項第４号

の規定を準用する。この場合において、「総務保存ファイル貸出台帳」とある

のは、「庶務保存ファイル貸出台帳」と読み替えるものとする。 

２ 規程第５３条第２項に定める年金事務所の課に備える帳簿の様式は、第２

条第２項（第１号及び第４号を除く。）の規定を準用する。この場合において、

「所管部保存ファイル貸出台帳」とあるのは、「所管課保存貸出台帳」と読み

替えるものとする。 

 

（法人文書ファイル管理簿の様式） 

第５条 規程第１１条第１項（同規程第５０条及び第５２条の規定により準用

する場合を含む。）の規定による法人文書ファイル管理簿の様式は、様式第１

２とする。 

 

（収受印の様式） 

第６条 規程第１４条及び第１５条第１項の規定による収受印の様式は、様式

第１３－１と、同規程第５０条の規定により準用する同規程第１４条及び第

１５条第１項の規定による収受印の様式は、様式第１３－２と、同規程第５

０条の規定により読み替えて準用する同規程第１４条及び第１５条第１項の

規定による事務センターの収受印の様式は、様式第１３－３と、同規程第５

２条の規定により準用する同規程第１４条及び第１５条第１項の規定による

収受印の様式は、第１３－４と、同規程第５２条の規定により読み替えて準

用する同規程第１４条及び第１５条第１項の規定による年金事務所の分室の

収受印の様式は、第１３－５とする。 

 

（起案用紙の様式） 

第７条 規程第１８条第１項（同規程第５０条及び第５２条の規定により準用

する場合を含む。）の規定による起案用紙の様式は、様式第１４とする。 

２ 規程第２０条第１項（同規程第５０条及び第５２条の規定により準用する

場合を含む。）の規定によるりん議・決裁システムから出力した起案用紙の様

式は、様式第１５とする。 

 

（発議印の様式） 

第８条 規程第２３条第１項の規定による発議印の様式は、様式第１６－１と、

同規程第５０条の規定により準用する同規程第２３条第１項の規定による発

議印の様式は、様式第１６－２と、同規程第５０条の規定により準用する同

規程２３条第１項の事務センターの発議印の様式は、第１６－３と、同規程

第５２条の規定により準用する同規程第２３条第１項の規定による発議印の



様式は、第１６－４とする。 

 

（発簡記号） 

第９条 規程第２３条第２項の規定による発簡記号は、別表第１－１と、同規

程第５０条の規定により準用する同規程２３条第２項の規定による発簡記号

は、別表第１－２と、同規程第５０条の規定により準用する同規程第２３条

第２項の事務センターの発簡記号は、別表１－３と、同規程第５２条の規定

により準用する同規程２３条第２項の規定による発簡記号は、別表第１－４

のとおりとする。 

 

（法人文書分類基準表） 

第１０条 規程第３５条第１項の規定による本部の法人文書分類基準表、同規

程第第５０条の規定により読み替えて準用する同規程第３５条第１項のブロ

ック本部の法人文書分類基準表及び同規程第５２条の規定により読み替えて

準用する同規程第３５条第１項の年金事務所の法人文書分類基準表は、別表

第２のとおりとする。 

 

（改廃） 

第１１条 この細則の改廃については、副理事長が決定する。 

 

（実施に関する事項） 

第１２条 この細則に定めるもののほか、機構の文書の管理に関する必要事項

は、要領で定める。 

 

   附 則 

 

第１条 この細則は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

第２条 規程附則第２条第２項の規定による文書は、別表第３に定める文書以

外の文書とする。 

 



別表第１－１（第９条関係） 

本部の発簡記号   年機構発 

 

別表１－２（第９条関係） 

ブロック本部の発簡記号 

ブロック本部 発簡記号 

北海道 年北発 

東 北 年東発 

北関東・信越 年関信発 

南関東 年関発 

中 部 年中部発 

近 畿 年近発 

中 国 年中国発 

四 国 年四発 

九 州 年九発 

 
別表１－３（第９条関係） 

事務センターの発簡記号 

事務センター 発簡記号 

北海道ブロック本部 北海道事務センター 年北（北）発 

東北ブロック本部 

 

 

 

 

青森事務センター 年東（青）発 

岩手事務センター 年東（岩）発 

宮城事務センター 年東（城）発 

秋田事務センター 年東（秋）発 

山形事務センター 年東（山）発 

福島事務センター 年東（島）発 

北関東・信越ブロック

本部 

茨城事務センター 年関信（茨）発 

栃木事務センター 年関信（栃）発 

群馬事務センター 年関信（群）発 

埼玉事務センター 年関信（埼）発 

新潟事務センター 年関信（新）発 

長野事務センター 年関信（長）発 

南関東ブロック本部 千葉事務センター 年関（千）発 



 

 

 

東京事務センター 年関（東）発 

神奈川事務センター 年関（神）発 

山梨事務センター 年関（梨）発 

中部ブロック本部 富山事務センター 年中部（富）発 

石川事務センター 年中部（石）発 

岐阜事務センター 年中部（岐）発 

静岡事務センター 年中部（静）発 

愛知事務センター 年中部（愛）発 

三重事務センター 年中部（三）発 

近畿ブロック本部 福井事務センター 年近（井）発 

滋賀事務センター 年近（滋）発 

京都事務センター 年近（京）発 

大阪事務センター 年近（阪）発 

兵庫事務センター 年近（兵）発 

奈良事務センター 年近（奈）発 

和歌山事務センター 年近（和）発 

中国ブロック本部 鳥取事務センター 年中国（鳥）発 

島根事務センター 年中国（島）発 

岡山事務センター 年中国（岡）発 

広島事務センター 年中国（広）発 

山口事務センター 年中国（山）発 

四国ブロック本部 徳島事務センター 年四（徳）発 

香川事務センター 年四（香）発 

愛媛事務センター 年四（媛）発 

高知事務センター 年四（高）発 

九州ブロック本部 福岡事務センター 年九（福）発 

佐賀事務センター 年九（佐）発 

長崎事務センター 年九（崎）発 

熊本事務センター 年九（熊）発 

大分事務センター 年九（分）発 

宮崎事務センター 年九（宮）発 

鹿児島事務センター 年九（鹿）発 

沖縄事務センター 年九（沖）発 

 



別表第１－４（第９条関係） 

年金事務所の発簡記号 

年金事務所 発簡記号 

札幌東  札東年発 

札幌西 札西年発 

札幌北 札北年発 

新さっぽろ 新札年発 

函館 函年発 

旭川 旭年発 

釧路 釧年発 

室蘭 室年発 

苫小牧 苫年発 

岩見沢 岩年発 

小樽 樽年発 

北見 北見年発 

帯広 帯年発 

稚内 稚年発 

砂川 砂年発 

留萌  留年発 

青森  青年発 

八戸  八年発 

むつ  む年発 

弘前  弘年発 

盛岡  盛年発 

花巻  花年発 

二戸  二年発 

一関  関年発 

宮古  宮年発 

仙台東  仙東年発 

仙台南  仙南年発 

大河原  大年発 

仙台北  仙北年発 

石巻  石年発 

古川  古年発 

秋田 秋年発 

鷹巣 鷹年発 

大曲 大年発 

本荘 本年発 

山形 形年発 

寒河江 寒年発 

新庄 新年発 

鶴岡 鶴年発 

米沢 米年発 

東北福島 福島年発 

平 平年発 

相馬 相馬年発 

郡山 郡山年発 

白河 白河年発 

会津若松 会津年発 

水戸南 水南年発 

水戸北 水戸北年発 

土浦 土年発 

下館 下年発 

日立 日年発 

宇都宮東 宇東年発 

宇都宮西 宇西年発 

大田原 大年発 

栃木 栃年発 

今市 今年発 

前橋 前年発 

桐生 桐年発 

高崎 高年発 

渋川 渋年発 

太田 太年発 

浦和 浦年発 

大宮 大年発 

熊谷 熊年発 

川越 川年発 

所沢 所年発 

春日部 春年発 



越谷  越年発 

秩父  秩年発 

新潟東 新東年発 

新潟西 新西年発 

長岡 長年発 

上越 上年発 

柏崎 柏年発 

三条 三年発 

新発田 新発年発 

六日町  六年発 

長野南  長南年発 

長野北 長北年発 

岡谷 岡年発 

伊那 伊年発 

飯田 飯年発 

松本 松年発 

小諸  小年発 

千葉 千年発 

幕張 幕年発 

船橋 船年発 

市川 市年発 

松戸 松年発 

木更津 木年発 

佐原  佐年発 

千代田 千年発 

中央 央年発 

港 港年発 

新宿 新年発 

杉並 杉年発 

中野  中年発 

上野 上年発 

文京  文年発 

墨田 墨年発 

江東 江年発 

江戸川 戸年発 

品川 品年発 

大田 大年発 

渋谷 渋年発 

目黒 目年発 

世田谷 世年発 

池袋 池年発 

北 北年発 

板橋 板年発 

練馬 練年発 

足立 足年発 

荒川 荒年発 

葛飾 葛年発 

立川 立年発 

青梅 青年発 

八王子 八年発 

武蔵野 武年発 

府中 府年発 

鶴見 鶴年発 

港北 港年発 

横浜中 中年発 

横浜西 西年発 

横浜南 南年発 

川崎 川年発 

高津 高年発 

平塚 平年発 

厚木 厚年発 

相模原 相年発 

小田原 小年発 

横須賀 須年発 

藤沢 藤年発 

甲府 甲年発 

竜王 竜年発 

大月 大年発 

富山 富山年発 

高岡 高岡年発 

魚津 魚津年発 

砺波 砺年発 



金沢南 金南年発 

金沢北 金北年発 

小松 小年発 

七尾  七年発 

岐阜南 岐南年発 

岐阜北 岐北年発 

多治見 多年発 

大垣 大年発 

美濃加茂  美年発 

高山  高年発 

静岡  静岡年発 

清水  清水年発 

浜松東  浜東年発 

浜松西  浜西年発 

沼津  沼津年発 

三島  三島年発 

島田  島田年発 

掛川  掛川年発 

富士  富士年発 

大曽根  大年発 

中村  中年発 

鶴舞  鶴年発 

熱田  熱年発 

笠寺  笠年発 

昭和  昭年発 

名古屋西  名西年発 

名古屋北  名北年発 

豊橋  豊橋年発 

岡崎  岡年発 

一宮  一年発 

瀬戸  瀬年発 

半田  半年発 

豊川  豊川年発 

刈谷  刈年発 

豊田  豊田年発 

津  津年発 

四日市 四年発 

松阪 松年発 

伊勢 伊年発 

尾鷲 尾年発 

福井 福井年発 

武生 武生年発 

敦賀 敦賀年発 

大津 大年発 

彦根 彦年発 

草津 草年発 

上京 上年発 

舞鶴 舞年発 

中京 中年発 

下京 下年発 

京都南 南年発 

京都西 西年発 

天満 天満年発 

福島 福島年発 

大手前 大手年発 

堀江 堀江年発 

市岡 市岡年発 

天王寺 天王年発 

平野 平野年発 

難波 難波年発 

玉出 玉出年発 

淀川 淀川年発 

今里 今里年発 

城東 城東年発 

貝塚 貝塚年発 

堺東 堺東年発 

堺西 堺西年発 

東大阪 東大年発 

八尾 八尾年発 

吹田 吹田年発 

豊中 豊中年発 

守口 守口年発 



枚方  枚方年発 

三宮 三年発 

須磨 須年発 

東灘 東年発 

兵庫 兵年発 

姫路 姫年発 

尼崎 尼年発 

明石 明年発 

西宮 西年発 

豊岡 豊年発 

加古川  加年発 

奈良 奈年発 

大和高田 大高年発 

桜井  桜年発 

和歌山東 和東年発 

和歌山西 和西年発 

田辺  田年発 

鳥取 鳥年発 

倉吉 倉年発 

米子  米年発 

松江 松年発 

出雲 出年発 

浜田  浜年発 

岡山東  岡東年発 

岡山西  岡西年発 

倉敷東  倉東年発 

倉敷西  倉西年発 

津山  津年発 

高梁  高年発 

広島東  広東年発 

広島西 広西年発 

広島南 広南年発 

福山 福山年発 

呉 呉年発 

三原 三原年発 

三次 三次年発 

備後府中 府中年発 

山口 山年発 

下関 下年発 

徳山 徳年発 

宇部 宇年発 

岩国 岩年発 

萩 萩年発 

徳島南 徳南年発 

徳島北 徳北年発 

阿波半田 半年発 

高松東 高東年発 

高松西 高西年発 

善通寺 善年発 

松山東 松東年発 

松山西 松西年発 

新居浜 浜年発 

今治 今年発 

宇和島 宇年発 

高知東 高東年発 

高知西 高西年発 

南国 南年発 

幡多 幡年発 

東福岡 東年発 

博多 博年発 

中福岡 中年発 

西福岡 西年発 

南福岡 南年発 

久留米 久年発 

小倉南 小南年発 

小倉北 小北年発 

直方 直年発 

八幡 八年発 

大牟田 大年発 

佐賀 佐年発 

唐津 唐年発 

武雄 武年発 



長崎南 長南年発 

長崎北 長北年発 

佐世保 佐年発 

諫早  諫年発 

熊本東  熊東年発 

熊本西 熊西年発 

八代 八年発 

本渡 本年発 

玉名  玉年発 

大分  大分年発 

日田 日田年発 

別府 別府年発 

佐伯  佐伯年発 

宮崎 宮年発 

高鍋 高年発 

延岡 延年発 

都城  都年発 

鹿児島南 鹿南年発 

鹿児島北 鹿北年発 

川内 川内年発 

加治木 加年発 

鹿屋 鹿屋年発 

奄美大島  奄年発 

那覇 那年発 

浦添 浦年発 

コザ コ年発 

名護 名年発 

平良 平年発 

石垣  石年発 

 

 

 



別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
基本方針 基本方針等 計画 中期計画 ３０年

計画 年度計画 ３０年
評価 厚生労働大臣の実績評価 ３０年
報告 年次報告 ３０年

諸規程管理 報告 諸規定の制定又は改廃に係る報告 ３０年
管理簿 諸規程管理台帳 ３０年

諸規程（基本方針） 基本方針 日本年金機構運営方針 ３０年 改廃権者 : 理事会
基本方針 日本年金機構人事方針 ３０年 改廃権者 : 理事会
基本方針 日本年金機構業務方法書 ３０年 改廃権者 : 理事会

基本方針 日本年金機構内部統制システム構築の取組方針 ３０年 改廃権者 : 理事会

基本方針 日本年金機構役職員行動規範 ３０年 改廃権者 : 理事会

基本方針 日本年金機構お客様へのお約束 ３０年 改廃権者 : 理事会

基本方針 日本年金機構個人情報保護管理方針（プライバシーポリシー） ３０年 改廃権者 : 理事会

諸規程（組織） 規程 日本年金機構組織規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

要領 年金記録問題対策本部設置要領 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構理事会規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

規程 日本年金機構運営会議規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構運営評議会規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

諸規程（内部統制） 規程 日本年金機構諸規程管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構諸規程管理細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 諸規程作成要領 １０年 改廃権者 : 経営企画部長

規程 日本年金機構コンプライアンス規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構コンプライアンス細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 コンプライアンス問題事案対応要領 １０年 改廃権者 : リスク・コンプライアンス部長

要領 法令違反通報制度実施要領 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 反社会的勢力対応要領 １０年 改廃権者 : リスク・コンプライアンス部長

規程 日本年金機構リスク管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構リスク管理細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 緊急対策本部設置要領 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 リスクアセスメント調査実施要領
要領 災害対応要領 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 新型インフルエンザ対応要領 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 日本年金機構システムリスク管理要領 ３０年 改廃権者 : システム部門担当理事

規程 日本年金機構業務管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

要領 厚生年金保険・健康保険適用業務処理要領（マニュアル） １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 厚生年金保険・健康保険徴収業務処理要領（マニュアル） １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 国民年金適用業務処理要領（マニュアル） １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 国民年金保険料業務処理要領（マニュアル） １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 年金給付業務処理要領（マニュアル） １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 社会保障協定業務処理要領（マニュアル） １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 年金相談業務処理要領（マニュアル） １０年 改廃権者 : 年金相談部長

要領 指示・依頼等実施要領 １０年 改廃権者 : 経営企画部長

要領 疑義照会対応要領 １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 事件・事故・事務処理誤り対応要領 １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 業務引継実施要領 １０年 改廃権者 : 人事管理部長

規程 日本年金機構サービス改善規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構サービス改善委員会細則　 ３０年 改廃権者 : 事業企画部門担当理事

要領 お客様の声対応要領 １０年 改廃権者 : サービス推進部長

要領 お客様向け文書審査実施要領 １０年 改廃権者 : サービス推進部長

要領 理事長へのメール・手紙の取扱要領 １０年 改廃権者 : サービス推進部長

要領 お客様満足度調査実施要領 １０年 改廃権者 : サービス推進部長

要領 職員提案制度実施要領 １０年 改廃権者 : 品質管理部長

要領 マナースタンダード １０年 改廃権者 : サービス推進部長

要領 サービスコンテスト実施要領 １０年 改廃権者 : サービス推進部長

規程 日本年金機構外部委託規程 ３０年 改廃権者 : 理事会
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
要領 外部委託実施要領 １０年 改廃権者 : 事業企画部長

規程 日本年金機構情報伝達規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

規程 日本年金機構文書管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構文書管理細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 文書管理要領 １０年 改廃権者 : 総務部長

細則 日本年金機構情報公開手続細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 情報公開事務処理要領 １０年 改廃権者 : 総務部長

規程 日本年金機構個人情報保護管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構保有個人情報開示等手続細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 個人情報開示等事務処理要領 １０年 改廃権者 : 総務部長

要領 個人情報保護管理事務取扱要領 １０年 改廃権者 : 総務部長

要領 役職員等個人情報保護管理要領 １０年 改廃権者 : 人事管理部長

規程 日本年金機構内部監査規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構内部監査細則 １０年 改廃権者 : 監査部長

要領 内部監査実施要領 １０年 改廃権者 : 監査部長

要領 自治監査実施要領 １０年 改廃権者 : 監査部長

規程 日本年金機構システム管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

要領 日本年金機構システム管理要領 ３０年 改廃権者 : システム部門担当理事

規程 日本年金機構情報セキュリティポリシー ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 業務処理等情報セキュリティ対策実施要領（一般職員用） １０年 改廃権者 : 情報セキュリティ責任者

規程 日本年金機構事務処理規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構広報実施規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 日本年金機構広報委員会細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 ホームページ運営要領 １０年 改廃権者 : 経営企画部長

要領 報道機関対応要領 １０年 改廃権者 : 経営企画部長

要領 日本年金機構名義及びシンボルマーク等使用許可事務実施要領 ３０年 改廃権者 : 副理事長

規程 日本年金機構滞納処分等実施規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

要領 会計検査院による会計実地検査対応要領 １０年 改廃権者 : 監査部長

要領 日本年金機構収納事務等実施要領 １０年 改廃権者 : 会計部長・国民年金部長・厚生年金保険部長

要領 「理事長への声」実施要領 １０年 改廃権者 : 経営企画部長

諸規程（人事労務） 規程 日本年金機構人事管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

細則 職員昇格審査委員会細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

規程 日本年金機構職員就業規則 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構准職員就業規則 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構エルダー職員就業規則 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構特定業務契約職員就業規則 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構アシスタント契約職員就業規則 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構出向規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構休職規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構勤務時間、休憩時間、休日及び休暇等に関する規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構育児・介護休業等に関する規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構エルダー職員、特定行契約職員、アシスタント契約職員育児・介護休業等に関する規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構職員給与規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

細則 日本年金機構職員給与規程細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

規程 日本年金機構エルダー職員給与規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構特定業務契約職員給与規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 アシスタント契約職員給与規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

細則 日本年金機構エルダー職員、特定業務契約職員、アシスタント契約職員給与規程細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

規程 日本年金機構賞与支給規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構職員退職手当規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構安全衛生管理規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

細則 日本年金機構安全衛生細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

規程 日本年金機構職員労働災害補償規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構職員表彰規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

細則 日本年金機構職員表彰細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
規程 日本年金機構職員制裁規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構職員制裁細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

規程 日本年金機構役員報酬規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 業績評価委員会設置要領 ３０年 改廃権者 : 副理事長

規程 日本年金機構役員退職手当規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構役員制裁規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構役員制裁細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

規程 日本年金機構人事評価制度実施規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

細則 日本年金機構人事評価委員会細則 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 人事評価要領 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

規程 日本年金機構人材育成規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

細則 日本年金機構人材育成規程施行細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

要領 集合研修実施要領 １０年 改廃権者 : 研修部長

規程 日本年金機構倫理規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 日本年金機構倫理規定実施要領 １０年 改廃権者 : リスク・コンプライアンス部長

要領 倫理研修実施要領 １０年 改廃権者 : リスク・コンプライアンス部長

規程 日本年金機構セクシュアルハラスメント防止等に関する規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 セクシュアル・ハラスメント相談等対応要領 １０年 改廃権者 : リスク・コンプライアンス部長

規程 日本年金機構兼業規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構宿舎規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

要領 勤労者財産形成貯蓄要領
要領 徴収職員・収納職員に係る認可申請要領 １０年 改廃権者 : 人事管理部長

諸規程（会計） 規程 日本年金機構会計規程 ３０年 改廃権者 : 理事会

細則 日本年金機構会計細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

細則 日本年金機構固定資産等管理細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

細則 日本年金機構固定資産等貸付要領 １０年 改廃権者 : 財務部長

細則 日本年金機構金庫取扱細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

細則 日本年金機構契約事務取扱細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

細則 日本年金機構政府調達契約事務取扱細則 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

細則 日本年金機構車両管理細則 １０年 改廃権者 : 財務部管財Ｇ長

規程 日本年金機構旅費規程 ３０年 改廃権者 : 人事・会計部門担当理事

細則 日本年金機構旅費細則 １０年 改廃権者 : 会計部長

要領 収納事務実施要領（機構が定めるもの） １０年 改廃権者 : 厚生年金保険部長

要領 システム調達要領（機構版） ３０年 改廃権者 : システム部門担当理事
諸規程（庶務） 規程 日本年金機構の事務所等の管理に関する規程 ３０年 改廃権者 : 副理事長

規程 日本年金機構の年金事務所の開所時間に関する規程 ３０年 改廃権者 : 理事長

規程 日本年金機構公印取扱規程 ３０年 改廃権者 : 副理事長

規程 日本年金機構電子署名規程 １０年 改廃権者 : 事業企画部長

要領 日本年金機構における温室効果ガス排出の抑制のための実行計画 ３０年 改廃権者 : 副理事長

要領 年金委員推薦事務実施要領  
組織 組織 定員 定員 １０年

定員 アシスタント契約職員年間総数 １０年
理事会 委員会等 理事会 ５年

議決事項 理事会議決事項 ３０年
報告 理事会報告事項（重要な事項） １０年
報告 理事会報告事項 ５年

運営会議 委員会等 運営会議 ５年
審議 運営会議審議事項 １０年
報告 運営会議報告事項 ５年

運営評議会 委員会等 運営評議会 ５年
年金記録問題対策本部 委員会等 年金記録問題対策本部 ５年

内部統制 コンプライアンス 委員会等 コンプライアンス委員会 ５年
審議 コンプライアンス委員会審議 １０年
調査 問題事案の調査 ３０年
報告 コンプライアンスの確保のための取組状況及び評価報告 ５年

3 / 12 ページ



別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
情報伝達 コンプライアンス問題事案情報伝達 ５年

リスク管理 委員会等 リスク管理委員会 ５年
リスクの把握、分析、評価及び対応の検討 ５年
モニタリング ５年
リスクアセスメント調査 ５年

情報伝達 リスクに関する情報伝達 ５年
報告 リスク管理のための取組状況及び評価報告 ５年

事件・事故・事務処理誤りにかかる報告 ５年
法令等違反通報 ３０年

緊急対策本部設置 委員会等 緊急対策本部 ５年
委員会等 地方緊急対策本部 ５年

災害対応 災害対応 災害予防対策 ３０年
災害対応連絡体制 ５年
災害予防等に関する職員教育・訓練 ５年
災害に対する調査・研究 ５年
被災地の年金事務所における情報収集・情報伝達 ５年
災害に関する広報 ５年

システムリスク管理 システムリスク分析 情報システム資産の調査 ５年
システムリスク分析 ５年
システムリスク評価 ５年

運用 システムリスク発生時の対応 ５年
システムリスクの原因調査と再発防止に関する報告 ５年
システムリスク管理教育 ５年

分析・評価 システムリスク管理の自己点検 ５年
システムリスク管理状況の分析・評価 ５年
システムリスク管理の監査 ５年

改善 システムリスク管理の改善 ５年
文書管理 管理簿（本部） 法人文書ファイル管理簿 ３０年

管理簿（本部） 法人文書分類基準表 ３０年
管理簿（本部） 収受台帳 ５年
管理簿（本部） 発議台帳 ３０年
管理簿（本部） 諸規程管理台帳 ３０年
管理簿（本部） 総務保存ファイル貸出台帳 ３０年
管理簿（本部） 特殊取扱郵便物受付簿 ３０年
管理簿（本部） 金券配布簿 ３０年
管理簿（本部） 極秘文書管理簿 ３０年
管理簿（本部） 指示・依頼等文書管理台帳 ３０年
管理簿（本部） 所管部保存ファイル貸出台帳 ３０年
管理簿（本部） 保存期間満了前廃棄法人文書ファイル台帳 ５年
管理簿（本部） 秘密文書管理簿 ３０年
管理簿（ブロック本部） 収受台帳 ５年
管理簿（ブロック本部） 発議台帳 ３０年
管理簿（ブロック本部） 管理保存ファイル貸出台帳 ３０年
管理簿（ブロック本部） 特殊取扱郵便物受付簿 ３０年
管理簿（ブロック本部） 金券配布簿 ３０年
管理簿（ブロック本部） 極秘文書管理簿 ３０年
管理簿（ブロック本部） 指示・依頼等文書管理台帳 ３０年
管理簿（ブロック本部） 所管部課保存ファイル貸出台帳 ３０年
管理簿（ブロック本部） 保存期間満了前廃棄法人文書ファイル台帳 ５年
管理簿（ブロック本部） 秘密文書管理簿 ３０年
管理簿（年金事務所） 収受台帳 ５年
管理簿（年金事務所） 発議台帳 ３０年
管理簿（年金事務所） 庶務保存ファイル貸出台帳 ３０年
管理簿（年金事務所） 特殊取扱郵便物受付簿 ３０年
管理簿（年金事務所） 金券配布簿 ３０年

4 / 12 ページ



別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
管理簿（年金事務所） 極秘文書管理簿 ３０年
管理簿（年金事務所） 所管部課保存ファイル貸出台帳 ３０年
管理簿（年金事務所） 保存期間満了前廃棄法人文書ファイル台帳 ５年
管理簿（年金事務所） 秘密文書管理簿 ３０年
管理簿 郵便料金表示額記録簿 ３０年
研修 文書管理研修 ５年

情報公開 手数料 手数料の納付 ５年
手数料 手数料の減免 ５年
開示請求 情報開示請求 ５年
開示請求 情報開示請求の移送 ５年
開示請求 情報開示請求に係る第三者意見 ５年
開示請求 情報開示請求における実施の申出 ５年
諮問 情報開示請求に対する諮問 １０年
管理簿 応接記録簿 ３０年
管理簿 開示請求受付管理簿 ３０年
管理簿 受付管理簿 ３０年
管理簿 不服申立受付管理簿 ３０年

個人情報保護管理 個人情報保護の推進 個人情報保護管理推進計画 ３０年
管理簿 個人情報の収受に係る帳簿 ３０年
管理簿 個人情報の提供に係る帳簿 ３０年
研修 個人情報保護管理に係る研修 ５年
個人情報保護監査 個人情報の管理状況に関する監査 ５年

保有個人情報開示等 手数料 手数料の納付 ５年
手数料 手数料の減免 ５年
開示請求 個人情報開示請求 ５年
開示請求 個人情報開示請求の移送 ５年
開示請求 個人情報開示請求に係る第三者意見 ５年
開示請求 個人情報開示請求における実施の申出 ５年
諮問 個人情報開示請求に対する諮問 １０年
訂正 保有個人情報に係る訂正請求 ５年
利用停止 保有個人情報に係る利用停止請求 ５年

個人情報保護管理事務取扱 アクセス制限 氏名索引処理結果 ５年
アクセス制限 オンラインジャーナル検索結果一覧表 ５年
管理簿 保有個人情報の利用状況管理簿 ３０年
台帳 個人情報の取扱状況の記録に関する台帳 ５年
照会・回答 保有個人情報に関する照会・回答 ５年
照会・回答 国民年金基金からの照会・回答 ５年
照会・回答 厚生年金基金からの照会・回答 ５年

役職員等個人情報保護管理 採用情報 履歴書 不採用決定後１ヶ月または退職後５年
職務経歴書 不採用決定後１ヶ月または退職後５年
ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ 不採用決定後１ヶ月または退職後５年
成績証明、卒業証明書 不採用決定後１ヶ月または退職後５年
採用通知、不採用通知 不採用決定後１ヶ月または退職後５年
健康診断書 不採用決定後１ヶ月または退職後５年
応募者名簿 ３０年

職員情報 採用契約書 退職後５年
交通費支給申請書 退職後５年
誓約書 退職後５年
住民票 退職後５年
緊急連絡網 退職後５年

健康診断情報 定期健康診断受診票 退職後５年
病欠時の診断書 退職後５年

人事考課関係 人事台帳 永久（在籍証明発行のため）
自己申告書 退職後５年
労働者名簿 退職後５年
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
給与関係 賃金台帳 退職後５年

被扶養者届 退職後５年
給与振込明細 退職後５年
給与口座振込同意書 退職後５年
昇給通知 退職後５年

社会保険手続き 雇用保険関係届 退職後５年
厚生年金手帳 退職後５年
健康保険被扶養者届 退職後５年
雇用保険被保険者証 退職後５年
社会保険関係届書 退職後５年

異動関係届 住所変更届 退職後５年
身上異動届 退職後５年
職員調書 退職後５年
人事異動者名簿 退職後５年
選考結果通知書 退職後５年
人事異動通知書 退職後５年
職員名簿 退職後５年

源泉税関係 年末調整関係書類 退職後５年
住民税額通知書 退職後５年
源泉徴収票 退職後５年

内部監査 計画 監査計画 １０年
計画 監査結果に対する改善計画書 １０年
計画 個別監査計画 １０年
計画 内部監査中期計画 １０年
計画 内部監査年度計画 １０年
監査 会計監査 １０年
監査 業務監査 １０年
監査 システム監査 １０年
監査 自治監査 １０年
監査 特別監査 １０年
監査 内部統制システムの構築に資する事項についての監査 １０年
調書 監査調書 １０年
報告 監査報告書（監査結果通知） １０年

システム管理 計画 システム整備中期計画 １０年
計画 システム整備年度計画 １０年

システム管理 標準書 標準総則 ３０年
開発管理標準 ３０年
開発標準 ３０年
運用標準 ３０年

計画 開発計画 ３０年
分析 開発要求定義書 ３０年

ユーザーニーズ １０年
システム現状分析 １０年
情報システム評価 １０年

開発 システム設計書 ３０年
プログラム仕様書 ３０年
システムテスト計画 ３０年
ユーザー受入れテスト計画 ３０年
品質テスト結果確認 ３０年

移行 システム移行計画 ３０年
システム移行作業 ５年
システム移行手順書 ５年

運用 運用管理規則 ３０年
運用手順 ３０年

運用管理 年間運用計画 ５年

6 / 12 ページ



別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
月次運用計画 ５年
日次運用計画 ５年
ジョブスケジュール ５年
運用指示書 ５年
オペレーション実施記録 ５年
モニタリング ５年

計画 保守計画 ３０年
情報セキュリティポリシー 情報システム文書 情報システム文書 ３０年

情報資産台帳 情報資産台帳 ３０年
広報実施 計画 広報実施計画 ３０年

委員会等 広報委員会 ５年
広報委員会 審議 広報委員会審議 ３０年
報道機関対応 報道発表資料 報道発表資料 ５年

取材記録 取材記録 ５年
名義及びシンボルマーク等使用許可 使用申請及び承認 名義及びシンボルマーク等使用許可申請及び承認 ５年

業務 指示・依頼等実施 指示・依頼（本部） 指示・依頼（一般） １０年
指示・依頼（本部） 指示・依頼（諸規程の制定又は改廃の徹底等） １０年
指示・依頼（本部） 指示・依頼（規定の徹底等） １０年
指示・依頼（本部） 指示・依頼（疑義解釈の徹底等） １０年
指示・依頼（本部） 指示・依頼（計画の徹底等） １０年
指示・依頼（本部） 情報提供 １０年
指示・依頼（ブロック本部） 指示・依頼 １０年
指示・依頼（ブロック本部） 情報提供 １０年

疑義照会対応 管理簿 疑義照会管理簿 ３０年
照会・回答 疑義照会・回答 ５年
照会・回答 よくある質問（ＦＡＱ） ５年
報告 照会の頻度が高いものについて（報告） ５年

事件・事故・事務処理誤り対応 報告 事件・事故等に係る伝達・個人情報漏えい付属報告書 ３０年
報道発表等 報道発表資料 ５年
報道発表等 HP公表資料 ５年

業務引継実施 業務引継書 業務引継書 ５年
管理簿 業務引継管理簿 ３０年

サービス改善 委員会等 サービス改善委員会 ５年
審議 サービス改善委員会審議 ３０年
調査等 お客様満足度アンケート ５年
照会・回答 理事長へのメール・手紙と回答 ３０年
照会・回答 お客様の声（お客様から寄せられた苦情、意見、要望等）と対応 ３０年

職員提案制度実施 提案 業務改善等の提案 ５年
検討 提案に対する検討 ５年
評価 業務改善等の提案の評価 ５年
表彰 業務改善等の表彰 ５年

滞納処分等実施 報告 滞納処分等に関する計画 ３０年
報告 業務実績報告（対厚生労働大臣） ３０年
任免 収納職員に関する任免 ３０年
国民年金保険料 督促・催告 ５年
滞納処分等 滞納処分等の認可申請 ５年
滞納処分等 滞納処分・事蹟管理等 ５年
滞納処分等 滞納処分等の実施結果に関する報告 ５年
財産調査 財産調査 ５年
差押え等 差押え・交付要求・参加差押え等 ５年
財産換価等 差押財産の換価・配当 ５年
財産換価等 換価の猶予 ５年
執行停止 滞納処分の執行停止 ５年

外部委託 承認 外部委託の承認（理事長承認） ５年
委員会等 調達委員会 ５年
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
委員会等 契約審査会 ５年
契約書 外部委託契約書 ５年
管理簿 外部委託契約管理簿 ５年
報告 外部委託業務実施状況報告 ５年
報告 外部委託業務に関する報告 ５年
評価 外部委託業務に係る分析及び評価 ５年
審査 外部委託業務仕様書及び審査 ５年
審査 委託業者選定審査 ５年
審査 契約書審査 ５年
検査 委託先事業者に対する個人情報に係る検査 ５年

人事労務 人事管理 職員調書 職員調書 １０年
委員会等 職員昇格審査会 ３０年
異動内示 異動内示書 ５年
人事異動通知書 人事異動通知書 ５年
報告 人事異動に係る報告 ５年
人事記録 人事記録 ３０年

就業規則 誓約書 誓約書 ３０年
給与 諸手当 単身赴任手当の届出及び認定 認定要件を具備しなくなってから５年

諸手当 扶養手当の届出及び認定 認定要件を具備しなくなってから５年
諸手当 住居手当の届出及び認定 認定要件を具備しなくなってから５年
諸手当 通勤手当の届出及び認定 認定要件を具備しなくなってから５年
諸手当 通勤手当の返納 認定要件を具備しなくなってから５年
給与振込 口座振込の申出 ５年

職員賞与 調書 職員賞与に関する調書 ５年
職員退職手当 調書 退職手当調書 ５年
職員休職 休職手続 業務上休職 終了から３年

休職手続 業務外休職 終了から３年
休職手続 起訴休職 終了から３年
休職手続 制裁休職 終了から３年
休職手続 研究休職 終了から３年
休職手続 その他の休職 終了から３年

休暇 申請・承認 病気休暇の承認 ５年
申請・承認 育児時間の請求申請等 ５年
管理簿 休暇簿 ５年

職員出向 出向 職員出向関係書類 ５年
育児休業・介護休業等 申出 育児休業の申出 終了から３年

申出 介護休業の申出 終了から３年
安全衛生 委員会等 衛生委員会 ５年

教育 健康教育等 ５年
健康管理 健康診断結果等 ５年
健康管理 健康記録 ５年

職員労働災害補償 災害補償 災害補償 ５年
職員制裁 報告 制裁調査報告書 ５年

委員会等 職員制裁審査委員会 ５年
通知書 制裁通知書 ５年

役員制裁 報告 報告（対厚生労働大臣） ５年
委員会等 役員制裁審査委員会 ５年
通知書 制裁通知書 ５年

役員報酬 諸手当 通勤手当の届出及び認定 ５年
業績評価委員会設置 委員会等 業績評価委員会 ５年
役員退職手当 調書 退職手当調書 ５年
人事評価制度実施 評価シート 評価シート 評価の確定した日の翌日から５年

研修 人事評価に関する研修 ５年
委員会等 人事評価制度運営会議 ５年

人材育成 計画 研修計画 ５年
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
決定 研修受講者の決定 ５年
認定 内部資格の認定 ５年
認定 外部資格取得費用補助額の認定 ５年
任免 チューターの選定 ５年

倫理 届出 利害関係者との飲食等届 ５年
申請・承認 利害関係者からの依頼による講演・著述等申請 ５年
報告 贈与等報告書 提出すべき期間の末日の翌日から５年
報告 株取引等報告書 提出すべき期間の末日の翌日から５年
報告 所得等報告書 提出すべき期間の末日の翌日から５年

倫理研修実施 報告 倫理研修実施状況報告書 ５年
ハラスメント関係 調査 事実関係調査 ５年

聴取 セクシュアル・ハラスメント相談等聴取 ５年
兼業 申請・承認 兼業に係る申請・承認 ５年
宿舎 申請・承認 宿舎貸与の申請・承認 ５年

申請・承認 自動車の保管場所の申請・承認 ５年
会計 会計 計画 予算実施計画 ５年

予算案 機構予算案 ５年
契約 見積書 ５年
契約 予定価格 ５年
委員会等 調達監視委員会 ５年
出納 出納証拠書類 ５年
資金管理 資金計画 ５年
期末決算 財務諸表 ５年
報告 事業報告書 ５年
報告 決算報告書 ５年
報告 固定資産等棄損等報告書 ５年
弁済 弁済命令 ５年

会計事務取扱 会計帳簿等 現預金出納帳 １０年
会計帳簿等 合計残高試算表 １０年
会計帳簿等 債権管理簿 ３０年
会計帳簿等 資産台帳 １０年
会計帳簿等 出勤伝票 １０年
会計帳簿等 振替伝票 １０年
会計帳簿等 総勘定元帳 ３０年
会計帳簿等 入金伝票 １０年
会計帳簿等 予算差引簿 １０年
決算 期末決算 ５年
決算 月次決算 ５年
決算 中間決算 ５年
申請・承認 予算補正申請・承認 ５年
請求書 請求書 ５年
返納告知書 返納告知書 ５年
報告 現金等の棄損・亡失に関する報告 ５年
報告 予算流用に関する報告 ５年
領収書 領収書 ５年

固定資産等管理 管理簿 固定資産台帳 ３０年
管理簿 少額備品台帳 ３０年
管理簿 特定管理物品受払管理簿 ３０年
管理簿 特定管理物品受払使用簿 ３０年
申請・承認 固定資産管理換申請・承認 ５年
申請・承認 固定資産等贈与 ５年
登記・登録 登記・登録 ３０年
依頼 固定資産除売却検討依頼 ５年
報告 固定資産実査報告 ５年
報告 少額備品除売却報告 ５年
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
報告 滅失、棄損、盗難の報告 ５年

固定資産等貸付 契約書 賃貸契約書 ５年
申請・承認 固定資産等借受申請・承諾 ５年
報告 貸付報告 ５年
報告 滅失棄損報告 ５年

金庫取扱 管理簿 ダイヤル変更管理簿 ３０年
管理簿 金庫保管台帳 ３０年
管理簿 金庫検査実施簿 ３０年

契約事務取扱 計画 調達計画 ５年
委員会等 調達委員会 ５年
入札 入札参加に要する書類 ５年
随意契約 企画競争 ５年
計約 請書等 ５年
検査 検査調書 ５年
公告 公告 ５年

政府調達契約事務取扱 公告 公告 ５年
車両管理 管理簿 車両管理簿 ３０年

管理簿 車両使用簿 ３０年
申請・承認 個人所有車両業務使用申請・承認 ５年

旅費 申請・承認 旅行伺 ５年
申請・承認 出張旅費請求・承認 ５年
報告 出張報告 ５年

収納事務実施（機構が定めるもの） 会計帳簿等 現金出納簿 ３０年
会計帳簿等 現預金出納帳 ３０年
会計帳簿等 歳入歳出外現金領収証書受払簿 ３０年
会計帳簿等 受領証券仕訳簿 ３０年
会計帳簿等 小切手及び国庫金振替書受払簿 ３０年
会計帳簿等 証書受払簿 ３０年
計算証明 歳入歳出外現金出納計算書 ５年
計算証明 歳入徴収額計算書 ５年
現金払込書 現金払込書 ５年
現金払込仕訳書 現金払込仕訳書 ５年
証券仕訳書 証券仕訳書 ５年
任免 収入官吏代理に関する任免 ５年
任免 収納職員に関する任免 ５年
納付受託証書 納付受託証書綴 ５年
納付受託証書 納付受託証書用紙 ５年
払込領収証書 払込領収証書 ５年
報告 現金亡失の報告 ５年
報告 現金領収証書亡失報告 ５年
報告 納付（弁済）受託証券等報告 ５年
領収証書 領収証書 ５年

システム調達（機構版） 計画 調達計画 ３０年
意見招請 調達に係る意見招請 ５年
仕様書 調達仕様書 ５年
依頼 提案依頼 ５年

庶務 事務所等の管理 申請・承認 物品販売等申請・承認 ５年
申請・承認 広告物等掲示申請・承認 ５年

公印取扱 管理簿 公印登録台帳 ３０年
管理簿 公印使用簿 ３０年
申請・承認 公印印影印刷申請・承認 ５年
申請・承認 電子印影使用申請・承認 ５年
申請・承認 公印新調・改刻申請・承認 ５年
交付・受領等 公印の交付・受領・引継 ５年

届出書等 適用業務 一括適用承認申請書 ３年 当分の間廃棄不可一括適用
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
一括適用承認通知書 １年 当分の間廃棄不可

適用・事業所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 ３年 当分の間廃棄不可
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更（訂正）届 ３年 当分の間廃棄不可
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更（訂正）届 ３年 当分の間廃棄不可
代理人選任届 １年 当分の間廃棄不可

　 適用事業所全喪届 ３年 当分の間廃棄不可
適用・被保険者届 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ３年 当分の間廃棄不可

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ３年 当分の間廃棄不可
厚生年金保険任意継続被保険者資格取得申請書 ３年 当分の間廃棄不可
厚生年金保険任意継続被保険者資格喪失申請書 ３年 当分の間廃棄不可
任意単独被保険者資格取得許可の申請 １年 当分の間廃棄不可
任意単独被保険者資格喪失許可の申請 １年 当分の間廃棄不可
厚生年金保険任意適用申請書 １年 当分の間廃棄不可
高齢任意加入被保険者の資格取得の申請 ３年 当分の間廃棄不可
高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請 ３年 当分の間廃棄不可
高齢任意加入被保険者の住所変更の届出 １年 当分の間廃棄不可
第四種被保険者資格取得申出書 ３年 当分の間廃棄不可
第四種被保険者資格喪失申出書 ３年 当分の間廃棄不可
第四種被保険者の氏名変更の届出 １年 当分の間廃棄不可
健康保険法第６２条第１項該当・不該当届 １年 当分の間廃棄不可
健康保険被扶養者（異動）届 ３年 当分の間廃棄不可
健康保険任意包括被保険者許可関係申請書・厚生年金保険任意適用関係申請書 １年 当分の間廃棄不可
健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事務所勤務届 １年 当分の間廃棄不可
介護保険適用除外等該当・非該当届 ３年 当分の間廃棄不可
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 ３年 当分の間廃棄不可
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 ３年 当分の間廃棄不可
厚生年金保険被保険者種別変更届 ３年 当分の間廃棄不可
健康保険・老人保健障害認定該当者・非該当者届 １年 当分の間廃棄不可

健康保険・厚生年金保険賞与等支払届 ３年 当分の間廃棄不可
育児休業 ３年 当分の間廃棄不可

健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 １年 当分の間廃棄不可
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更（訂正）届 １年 当分の間廃棄不可
年金手帳再交付申請書 １年 当分の間廃棄不可

国民年金業務 適用・届出 国民年金被保険者資格取得届（申出）書・国民年金被保険者種別変更届書 ３年 当分の間廃棄不可
国民年金被保険者死亡届 ３年 当分の間廃棄不可

報告 国民年金被保険者氏名・生年月日・性別変更（訂正）届・報告書 １年 当分の間廃棄不可
国民年金被保険者住所変更届 １年 当分の間廃棄不可
国民年金被保険者任意脱退承認申請書 ３年 当分の間廃棄不可
中国残留邦人等の特例措置 ３年 当分の間廃棄不可
国民年金保険料学生納付特例申請書 ３０年 当分の間廃棄不可
国民年金事務受託許可申請書 ５年 当分の間廃棄不可
国民年金事務受託許可申請書記載事項変更の申出 ５年 当分の間廃棄不可

徴収・届出書 国民年金附加保険料納付申出　辞退申出書・該当　不該当届 ３年 当分の間廃棄不可
国民年金保険料免除理由該当　消滅届 ３年 当分の間廃棄不可
口座振替（辞退）申出書 １年 当分の間廃棄不可
クレジット納付（辞退）申出書 １年 当分の間廃棄不可

徴収・申請 国民年金保険料免除申請書 ３年 当分の間廃棄不可
国民年金保険料追納申込書 ３年 当分の間廃棄不可
国民年金保険料還付請求書 ５年 当分の間廃棄不可

報告 領収済報告書 ５年 当分の間廃棄不可
船員保険 債権・適用 船舶所有者名簿 ３０年 当分の間廃棄不可

船員保険被保険者名簿 ３０年 当分の間廃棄不可
債権・届書 船員保険保険料還付請求書 ５年 当分の間廃棄不可
適用・船舶所有者 新規適用船舶所有者届 ３年 当分の間廃棄不可

一括適用
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別表２（第１０条関係）　日本年金機構法人文書分類基準表

大分類 中分類 小分類 標準行政文書ファイル名 保存期間 留意事項
船舶所有者届氏名（名称）住所（所在地）変更届 ３年 当分の間廃棄不可

適用・被保険者届 船員保険の被保険者資格取得届 ３年 当分の間廃棄不可
船員保険の保険被保険者資格喪失届 ３年 当分の間廃棄不可
高齢任意加入被保険者資格取得申出書 ３年 当分の間廃棄不可
高齢任意加入被保険者資格喪失申出書 ３年 当分の間廃棄不可
第四種被保険者資格取得申出書 ３年 当分の間廃棄不可
第四種被保険者資格喪失申出書 ３年 当分の間廃棄不可
船員保険被扶養者（異動）届 ３年 当分の間廃棄不可
介護保険適用除外等該当・非該当届 ３年 当分の間廃棄不可
船員保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更（基準日）届 ３年 当分の間廃棄不可
船員保険被保険者種別変更届 ３年 当分の間廃棄不可
船員保険賞与等支払届 ３年 当分の間廃棄不可
育児休業保険料免除申出書 ３年 当分の間廃棄不可
育児休業保険料免除終了届 ３年 当分の間廃棄不可
被保険者氏名変更届 １年 当分の間廃棄不可
年金手帳再交付申請書 １年 当分の間廃棄不可
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別表第３（附則第２条関係）  

項 文 書 名 備    考 

1 旧様式の帳票 様式変更により使用不可となった未使用帳票 

2 一般参考図書 
一般的に販売されている業務参考図書のうち、内容

が古く業務において使用できなくなった参考図書 

3 担当者作業用資料 
行政文書として管理されている文書の担当者作業用

の写しであり、原本が別にある資料 

4 
保存期間を超過した 

処理結果リスト等 
保存期間を１ヶ月としている作業用リスト 

5 
ポスター 

パンフレット類 
使用期限を経過したポスター、パンフレット類 

6 
外部機関からの情報

提供資料等 

外部機関から提供される各種報告書、連絡文書、雑

誌や官報等、社会保険庁の独自資料ではない資料 

7 
会議・研修等における

配布資料 

作成元が原本管理することとし、配布物（写）は廃

棄 

 

 



様式第１（第２条関係）

収受月日 配布先

文書番号 配布月日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

（注意事項）
親展文書については、備考欄に「親展」と記載すること。

備考

収　受　台　帳　（平成　　年）

件名 発信者 受信者 受領印



様式第２（第２条関係）

起案日

決済日

　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日
　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

　　　月　　日

発　議　台　帳 （平成　　年）

　　　月　　日

　　　月　　日

備考施行年月日 文書番号 件名 主務部Ｇ 差出元 宛先



様式第３（第２条関係）

登録年月日 制定／改廃番号 諸規程の名称 制定／改廃権者 制定／改廃年月日 施行年月日 主管部G 備考

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

○○管理台帳（制定／改廃）



様式第４（第２条関係）

貸出先 返却予定年月日

氏　　名 返却年月日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

担当者印

総務保存ファイル貸出台帳

貸出年月日 担当者印 貸出法人文書ファイル名（所管部） 備考

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日



様式第５（第２条関係）

受付年月日 受　取　人 差　出　人 受　領　印

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

特殊取扱郵便物受付簿　　（平成　　年）

書　留　番　号



様式第６（第２条関係）

所　長 副所長 受取人
受付

年月日

文書種別
（書留番

号）

金券の
種　別

金券の
金額

及び証券
番号

差出人の
住所・氏
名（事業
所名）

配付
年月日

主管課長
受領印

所　長 副所長
主　管
課　長

処理
年月日

処理経過 取扱者
領収書等
発送年月

日

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

書留
・

普通

現金
小切手

その他の
有価証券

（注意事項）
１．郵送により収受した金券（現金又は証券）については、この「金券配付簿」に記載すること。
　　なお、書留等の特殊取扱郵便により収受した金券は、「特殊取扱郵便物受付簿」に記載しないで、この「金券配付簿」に記載すること。
２．親展文書により収受した金券は、「収受台帳」により受信者に一端交付したうえ、受信者から返付を受けて、この「金券配付簿」に再び記載し、主管課長に配付すること。

受付・配付 処理顛末
金券配布簿（平成　年）



様式第７（第２条関係）

　秘　密　区　分 指定年月日 所　管　部

　　極　　秘 年　月　日

件
　
名

　作成・取得部数 秘密取扱期間 秘密解除年月日

部 年　月　日

　　配布年月日 配　布　先 受領印 廃棄年月日 備　考

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

備
　
考

年　月　日

配　　　　　　布

極秘文書管理簿

文　書　番　号

廃棄年月日



様式第８（第２条関係）

発出年月日 発出番号 件名 登録年月日 主管部G 備考

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

指示・依頼等文書管理台帳（　　）



様式第９（第２条関係）

貸出先 返却予定年月日

氏　　名 返却年月日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

部　　　　Ｇ 　　年　　　月　　　日
　　年　　　月　　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

担当者印

　年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日

備考

所管部保存ファイル貸出台帳

貸出年月日 担当者印 貸出法人文書ファイル名（所管部）

　年　　月　　日



様式第１０（第２条関係）

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 廃棄理由 廃棄年月日 廃棄確認印 備考

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

保存期間満了前廃棄法人文書ファイル台帳



様式第11（第２条関係）

　秘　密　区　分 指定年月日 所　管　部

　　極秘　・　秘 年　　　　月　　　　日

件
　
名

　作成・取得部数 秘密取扱期間 秘密解除年月日

部 年　　　　月　　　　日

　　配布年月日 配　布　先 受領印 廃棄年月日 備　考

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

　　　年　　月　　日 年　月　日

備
　
考

秘密文書管理簿

文　書　番　号

廃棄年月日

年　　　　月　　　　日

配　　　　　　布



様式第12（第３条関係）

大分類 中分類 小分類

法人文書ファイル管理簿

文書分類
法人文書ファイル名 作成者

作成
（取得）
時期

保存期間
満了時期

媒体の種別 保存場所 管理担当部・Ｇ
保存期間
満了時の
措置結果

備考



様式第13－１（第６条関係） 様式第13－２（第６条関係）

収　受　印

様式第13－３（第６条関係） 様式第13－４（第６条関係）

様式第13－5（第６条関係）

収　受　印

収　受　印 収　受　印

収　受　印

日

本 機
構

第 収 号

収受年月日

受付番号

年 金

日
本

機構

第 収 号

年
金

○○
ロ

ク
ブ

本
部

ッ

日
本

機構

第 収 号

収受年月日

受付番号

年
金

○○
ロ

ク
ブ

本
部

ッセ ン
事

務 ター

年 金

所

第 収 号

事
務

日本年金機構

収受第 号

収受年月日

受付番号 収受第 号

日本年金機構

○○ﾌﾞﾛｯｸ本部

収受第 号

収受年月日

受付番号
収受第 号

日本年金機構

○○事務センター

日本年金機構

○○○年金事務所

年 金

所

第 収 号

事
務

収受第 号

日本年金機構

○○○年金事務所

○○分室

収受年月日

受付番号



起 案 用 紙 

発議印（施行年月日、文書番号等） 起 案 平成    年    月    日 

 

決 裁 平成    年    月    日 

公 印 平成  年  月  日 印  

起  案  者 

施 行 上 の 注 意 
  部（課）      Ｇ 

     内線       番 

氏 名                 印 
 

件 名 について 

                    

 

 

 

 

（伺） 

 

 

 

 

 

 

 

保存期間 

第 1類（30 年） 第 2類（10 年） 第 3類（05 年） 

第 4類（03 年） 第 5類（01 年） 

第 6類（01 年未満） その他（00 年） 

総務部引継 

平成   年 

様式第１４（第７条関係） 

日 本 年 金 機 構 



 

 

 



様式第15（第７条関係）

印

印

年

総務グループ引継 年

保存期間

氏　名

起　案

決　裁

公　印

起　　案　　者

内線　　　　　　　　番

施　行　上　の　注　意

起案理由：

件　　名

発議印（施行年月日、文書番号等）

大分類
中分類
小分類

法人文書ファイル名

（B)起案書

日本年金機構
起案書（1／3）

起　案　用　紙

平成　　　年　　　月　　　日

4-52



起案書（2／3）

決裁所属／役職／氏名
回　議　者

決裁 所属／役職／氏名

日本年金機構

4-53



所属／役職／氏名 決裁 所属／役職／氏名 決裁
合　議　者

起案書（3／3）
日本年金機構

4-54



様式第16－１（第８条関係） 様式第16－２（第８条関係）

様式第16－３（第８条関係） 様式第16－4（第８条関係）

発議印
発簡記号

発 第 号
文書番号

施行年月日

日本年金機構

発議印
発簡記号

発 第 号

日本年金機構○○ブロック本部

発議印
発簡記号

発 第 号
文書番号

施行年月日

文書番号

発議印
発簡記号

発 第 号

日本年金機構○○ブロック本部

○○事務センター
○○○年金事務所
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